
 

次に掲げる条例をここに公布する。 

(１) 香川県文化財保存活用基金条例 

(２) 香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例 

(３) 香川県港湾管理条例の一部を改正する条例 

(４) 香川県使用料、手数料条例及び建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

(５) 香川県使用料、手数料条例及び香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

(６) 香川県保健衛生及び環境関係試験検査等手数料条例の一部を改正する条例 

(７) 香川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 

(８) 香川県使用料、手数料条例及び香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

(９) 住民基本台帳法に基づく本人確認情報に関する条例の一部を改正する条例 

(10) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例の一部を

改正する条例 

(11) 香川県精神保健福祉センター条例等の一部を改正する条例 

(12) 香川県立保健医療大学条例の一部を改正する条例 

(13) 香川県病院等の人員及び施設の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

(14) かがわ総合リハビリテーションセンター条例等の一部を改正する条例 

(15) 香川県子ども女性相談センター条例及び香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

(16) 香川県子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例 

(17) 香川県土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

(18) 風致地区内における建築等の規制に関する条例及び香川県一般海域管理条例の一部を改正する条例 

(19) 香川県営住宅条例の一部を改正する条例 

(20) 香川県監査委員条例等の一部を改正する条例 

(21) 香川県職員定数条例の一部を改正する条例 

(22) 香川県立学校職員及び香川県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例 

(23) 香川県税条例の一部を改正する条例 
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